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１ 趣旨 

本事業は、働く人のスキルアップが企業収益や賃金アップにつながる仕組みの構築に向

けて、豊かさ共創会議において策定された「キャリアアップ・ユニバーシティ構想」を実行

に移すことから、やまなしキャリアアップ・ユニバーシティの事業展開に向けての目標設定

や推進体制の構築、戦略計画をまとめ、本県ならではの能力開発の方向性・環境づくりをト

ータル的にデザインするために運用する「豊かさ共創フォーラム」の運営を支援することを

目的とし、豊かさ共創フォーラム運営支援業務の委託事業者を公募型プロポーザル方式に

より選定する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

豊かさ共創フォーラム運営支援業務 

（２）業務内容 

別添「豊かさ共創フォーラム運営支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に

よる。 

（３）委託料上限額 

４，６８３，８００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

※ この金額は、本業務の調達における提案価格の上限額であり、契約時の予定価格

を示すものではない。 

※ 委託業務に係る全ての経費を含む。 

（４）履行期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日（月）まで 

 

３ 企画提案に係る日程（予定） 

（１）企画提案募集開始       令和６年５月９日（木） 

（２）参加表明書の提出期限     令和６年５月１６日（木）午後 5時 

（３）質問書提出期限        令和６年５月１６日（木）午後 5時 

（４）質問回答           令和６年５月２１日（火） 

（５）プレゼンテーション日程通知  令和６年５月２３日（木） 

（６）企画書の提出期限       令和６年６月５日（水）午後 3時 

（７）プレゼンテーション審査    令和６年６月１２日（水） 

（８）審査結果通知         令和６年６月１３日（木） 

 

４ 提案参加資格 

資格者は、次の全ての要件を満たす法人とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）物品等に係る競争入札に参加する者に必要な資格等（令和３年山梨県告示第６７号）

に規定する物品購入等入札参加有資格者名簿に登載されている者又は契約までに名簿
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に登載見込みの者であること。 

（３）この企画提案募集開始の日から企画提案審査の日までの間に山梨県から「山梨県物品

購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれて

いる者でないこと。 

（４）県の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると

認められる者でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立て、又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申し立てがなされてい

る者（更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴

力団員でないこと。 

 

５ 企画提案への参加手続等 

（１）事務局 

山梨県知事政策局政策企画グループ（担当：大森、若月、戸澤） 

〒400-8501 

山梨県甲府市丸の内１－６－１ 山梨県庁本館３階 

電話番号  055-223-1553 

電子メール seisaku@pref.yamanashi.lg.jp 

（２）企画提案への参加表明 

  企画提案への参加を希望する者は、次により参加表明書（様式１）及び誓約書（様式２）

を提出すること。 

①参加表明書の提出期限  令和６年５月１６日（木）午後５時 

②提出先   事務局 

③提出方法  持参、郵送又は電子メール（いずれも提出期間内必着）とする。電子メ

ールの場合は、後日原本を提出（郵送可）すること。 

④提出書類  参加表明書（様式１）、誓約書（様式２） 

⑤その他   郵送又は電子メールにより④の提出書類を受け付けた場合には、事務

局から電話で確認の連絡を行うので、送付後２日以内（土曜・日曜日及

び年末年始を除く）に連絡がない場合には、事務局に問い合わせること。 

（３）参加表明後の辞退 

参加表明後に企画提案書類の提出を辞退する場合は、「辞退届出書」（様式３）による

ものとし、企画提案書の提出期限までに提出すること。なお、企画提案の辞退は自由で

あり、今後、当該辞退による不利益な取り扱いはしない。 

 

６ 企画提案に係る質問 

  質問がある場合は、次により質問すること。 

（１）受付期限  令和６年５月１６日（木）午後５時まで 
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（２）提出先   ５（１）の事務局 

電子メール seisaku@pref.yamanashi.lg.jp 

（３）提出方法  電子メールとする。件名を「豊かさ共創フォーラム運営支援業務委託に

関する質問」とし、電話にて事務局にメールの受信確認を行うこと。 

（４）提出書類  質問書（様式４） 

（５）質問に対する回答 

提出された質問の要旨及び質問に対する回答は、令和６年５月２１日（火）

までに参加者全員へ電子メールで送付する。その際、質問者名の記載はし

ない。また、質問者への個別回答は行わない。 

（６）その他  来訪又は電話による質問に対する回答は行わない。また、本企画提案に関

係ない質問や公平性を保てないと判断した質問には回答をしないことも

ある。 

 

７ 企画書の提出 

（１）提出期限 令和６年６月５日（水） 

※受付は、土曜・日曜日、祝日及び年末年始を除く、午前９時から午後５

時まで（最終日のみ午後 3 時まで） 

（２）提出先  ５（１）の事務局 

（３）提出方法 持参、郵送又は電子メール（いずれも提出期間内必着）とする。電子メー

ルでの提出の場合は、後日（７）に記載の所要部数を提出（郵送可）する

こと。 

郵送又は電子メールにより（４）の提出書類を受け付けた場合には、事務

局から電話で確認の連絡を行うので、送付後２日以内（土曜・日曜日及び

年末年始を除く）に連絡がない場合には、事務局に問い合わせること。 

（４）提出書類 次の①～③を１セットとし、これを企画書と呼ぶ。 

①企画提案書（任意様式） 

 ・ 企画提案書は、別に定める仕様書及び提供資料の内容を踏まえ作成すること。 

 ・ 仕様書に記載されていない事項であっても、業務の推進・目的達成のために必要

と認められる事項については、委託料の上限額の範囲内で、積極的に提案すること。 

  ・ 独自性のある内容や仕様書に記載されていない有益な追加提案等がある場合は、 

分かりやすく記載すること。 

②添付書類 

 ア）提案者の概要がわかる書類（定款、寄付行為、パンフレット等） 

 イ）業務処理スケジュール（任意様式） 

 ウ）業務の実施体制・組織体制（任意様式） 

③見積書（任意様式） 

・ 見積書は、別に定める仕様書の内容に沿って作成すること。 

・ 見積額は「一式」ではなく、項目ごとに記載すること。 

・ 見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した
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金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）を

基準に契約の協議を行うので、企画書を提出する者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を除

いた金額を見積書に記載すること。 

（５）企画書作成にあたっての留意点 

① 提出書類は原則としてＡ４判で作成し、文字は 10.5 ポイント以上、上下左右に

20mm 以上の余白を設定すること。Ａ３判を使用する場合は、片面印刷、Ｚ折りとす

る。なお、ページ数は、設けられたプレゼンテーション時間で説明できる量の枚数と

すること。 

② 企画提案書は両面印刷とする。（用紙が縦の場合は左右開き、横の場合は上下開き

とする。）ただし、構成上必要な部分においては片面でも良い。 

③ 提出期限後における企画書の再提出、差し替えは一切認めない。 

（６）提案数  １者１案とする。 

（７）提出部数 ７部（正本１部、副本６部） 

 

８ 企画提案のプレゼンテーション審査・結果通知等 

（１）審査方法  

  企画提案者の企画書及びプレゼンテーションにより審査する。 

（２）審査会 

①期日   令和６年６月１２日（水）（予定） 

※各参加者の時間等詳細については別途連絡する。 

②場所   山梨県庁（山梨県甲府市丸の内１－６－１） 

       ※詳細については別途連絡する。 

③プレゼンテーション時間 

１者 30分程度（企画提案の説明 15 分以内、質疑 10 分、入退室時間 5 分） 

④参加人数 ４名以内とする。 

⑤その他  プレゼンテーションでは、提出した企画書に沿って説明を行うこととし、

当日の追加資料は認めない。 

（３）審査基準・契約候補者の選定 

・ 審査は、審査基準（別添「審査基準書」による）に基づき審査し、総得点が第 1 位

の者を契約締結候補者とする。第１位の者が複数いる場合、経費の見積等を総合的に

判断し、契約締結候補者を選定する。 

・ 総得点が第１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目が

ある場合は契約締結候補者に選定しないことがある。 

（４）結果通知 

 審査結果は書面により通知する。 

審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

（５）企画提案の無効 

次のいずれかに該当するときは、その企画提案は無効とする。 
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ア）本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 

  イ）提案に関する談合、提出書類の虚偽記載、その他不正行為があった場合 

   

９ 契約の締結等 

（１）８により選定された提案者を契約締結候補者として、委託業務に関して必要な協議を

行う（その際、企画提案書の内容は、協議の上、変更する場合がある。）ものとし、協

議が合意に至った場合は、随意契約により本委託業務の契約を締結する。 

（２）契約時の仕様書は、企画提案及び協議の内容を踏まえ、決定する。 

（３）契約締結候補者との協議が整わず契約の見込みがないときは、次点の提案者と契約に

向けた協議を行い、前項に準じて契約する。 

（４）契約を締結しようとする者は、契約保証金を納めなければならない。ただし、規則第

１０９条の２の規定に該当するものは、これを免除する。 

 

１０ その他 

・  提出された企画書等の書類は返却しない。 

・  企画提案に要する費用は、参加者の負担とする。 

・  本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

・  著作権法等の法令を遵守することとし、企画書の記載が、法令に基づいて保護されて

いる第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負

うこととする。 

・  本企画提案募集の実施についての説明会は行わない。 

・  災害等、不測の事態が生じた場合は、本業務に関する手続きを延期することがある。 
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（別添） 

豊かさ共創フォーラム運営支援業務委託 審査基準書 

１ 審査基準書の位置づけ 

  本審査基準書は、山梨県が豊かさ共創フォーラム運営支援業務委託の受託者を選定す

るための、プロポーザルの審査基準について記述したものであり、企画提案募集要項を補

うものである。 

 

２ 審査基準 

審査項目 評価基準 配点 

実施方針 ・仕様書に記載の目的との整合性がとれているか。 

・仕様書に記載の内容について、全て提案されているか。 

30 

企画提案 

実施能力 

【取組業務内容】 

・調査項目・内容は、具体性や網羅性があり妥当なものか。 

20 

【現況・課題への理解度】 

・本県ならではの能力開発の方向性・環境づくりに向けた課題の理

解度や、労使の共益関係の下「働き手がスキルアップし、企業の

収益が上がり賃金が向上する」豊かさ共創の好循環に対する理解

度は十分か。 

30 

【提案内容の適格性】 

・本業務（資料収集・整理、取材、アンケート等）の実施方法は明

確であり、妥当なものであるか。 

20 

【独自性】 

・事業の目的を達成するために有益な独自の提案がされているか。 

30 

 

業務遂行

能力 

組織体制や人員などの実施体制と管理体制が整っており、事業を効

果的に実施できる体制か。 

20 

類似業務（調査・検討業務等）の経験や知見が豊富であり、本業務

を効果的に遂行する十分な業績を有しているか。 

20 

確実に業務遂行が可能な全体スケジュールとなっているか。 20 

積算の妥

当性 

提案内容を実現するための経費が漏れなく計上されており、積算根

拠・委託費総額等は妥当か。 

５ 

価格 最も低い費用の提案者を５点とし、以下の計算式で点数を計算す

る。 

点数＝５×応募者中の最低価格／提案者の価格 

※小数点以下第１位を四捨五入 

５ 

合計  200 

【採点基準】 

10：特に優れている  8：優れている  6：標準  4：やや劣っている 

2：特に劣っている 


